
＊確認申請の時＊
建築基準法施行令第121条の２の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが、木造である場合

◇建築確認申請書（計画変更含む）◇ （書式変更なし、注意書きの追加）
第四面【19.備考】欄に、内容を記入

◇建築計画概要書◇ （書式変更あり、項目の追加）
第二面【18.建築基準法第12条第１項の規定による調査の要否】欄に、有無をチェック

◇必要な添付図書◇ （明確化）
・図書の種類

令第121条の２の規定に適合することの確認に必要な図書
・明示すべき事項

「屋外階段の木造部分の構造」や「防腐措置の具体的な仕様」などを明記

＊完了検査の時＊
建築基準法施行令第121条の２の規定の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものがある場合
（構造問わず）

◇完了検査申請書◇ （書式変更あり、記載内容の追加）
第四面【備考欄】

・構造を明記
・木造の場合は、（注意）５．(９)及び(10)を参酌して、

材料の種類並びに当該直通階段の構造、防腐措置
及び施工状況に関する照合内容、照合方法、照合結果を明記

令和４年４月１日 本受付から書式が変更に！
建築基準法施行規則の一部改正

確認(計変)申請・概要書・完了申請
「屋外階段の防腐措置等」明確に

2021年4月に東京都八王子市のアパートで発生した屋外階段の崩落事故に起因する改正

[１] 設計時における防腐措置などの内容の明確化
[２] 工事監理および完了検査時における屋外階段のチェック内容の明確化
[３] 適切な維持管理の確保

確認申請第四面 図面 概要書第二面

完了申請第四面

概要の項目に、「工事名称」、「天空率」を追記します。

令和４年４月１日 交付分から

確認済証・検査済証の書式が変更に！

◇建築確認申請書（計画変更含む）◇
第二面【9.備考】欄に、建築物等の名称又は工事名を記入してください

◇完了検査申請書◇
第二面【7.備考】欄に、建築物等の名称又は工事名を記入してください

お客さまアンケートから頂いたご要望に対応する変更

(一財）岩手県建築住宅センター 確認評価局 確認検査室
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[建築主が会社の場合]
・業種欄がなくなりました。
・資本額が選択式に変更

令和４年４月１日 本受付から
建築基準法施行規則及び建築動態統計調査※規則の一部改正

工事届の書式が変更に！

[種類]
・住宅の種類
・住宅の建て方

２つに分かれました。

[工事予定期間]
・○か月表示は、

建築物 ごとに記載へ変更

[多用途]
・☑する位置が、下に移動

[地上と地下の階数]
・新築工事の場合に変更

[工事予定期間]
・記載位置の変更
・○か月表示は、6欄へ

第二面

第三面

(一財）岩手県建築住宅センター 確認評価局 確認検査室


